
議
案
第
二
十
五
号

三
朝
町
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
の
設
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
緩
(
暗

和
二
十
二
年
湊
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
弟
l
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
蕎
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
三
年
三
月
十
一
日

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

真

一

郎

笥
六
冶
葦
夢
月
甘
苦
席
寮
可
決

三
朝
町
親
各
級
長
安
井
由
縁



三
新
町
集
桝
弗

守

一

　

㌦

ノ

一

1

　

　

一

　

　

　

　

書

三
新
町
遺
草
公
報
の
発
行
に
常
す
る
集
桝

(
日
的
)

第
7
集
　
こ
の
粂
桝
は
､
公
職
遵
拳
法
(
唱
和
二
十
五
年
法
律
第
晋
号
.
-
以
下
｢
法
｣
と
い
う
｡
)
欝
育
七
十
二
集
の

二
の
策
定
に
基
づ
き
'
三
鞘
町
の
義
金
の
議
員
及
び
長
の
遺
草
(
遺
草
の
1
部
無
数
に
よ
る
再
遺
草
を
除
く
｡
以
下

＼

同
じ
.
)
　
に
お
け
i
遺
事
公
報
の
義
行
に
押
し
必
要
な
事
頚
を
定
め
る
こ
と
を
.
目
的
と
す
る
｡

(
遺
草
公
報
の
発
行
)

第
二
轟
　
三
鞘
町
の
義
金
Q
J
義
員
及
び
長
の
遺
草
に
お
い
て
'
三
載
町
遺
草
讐
理
萎
貴
会
(
以
下
｢
章
貴
会
｣
と
い
う
｡

)
は
'
'
)
の
虫
網
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
職
の
挨
糟
者
(
以
下
｢
侯
禰
者
｣
と
い
う
.
)
の
氏
名
'
捷
淀
､
政

＼

見
､
写
真
等
を
掲
載
し
た
遺
事
公
報
を
､
,
遺
草
ご
と
に
7
.
同
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

(
J
e
畿
文
の
申
繍
)

第
三
集
･
食
輔
書
が
遭
尊
公
蝉
に
氏
名
･
捷
養
､
政
見
､
写
真
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
i
D
は
､
そ
の
精
戦
文

に
写
真
を
添
え
V
r
盲
貴
会
に
そ
.
G
P
措
定
す
渇
初
日
ま
P
l
に
文
書
で
申
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

ヽ

2
 
､
鈴
虫
の
精
義
文
法
､
字
数
五
首
を
轟
え
を
こ
と
が
で
き
な
い
.



3
　
第
]
嘆
の
舞
鶴
文
の
字
数
が
求
項
の
奪
取
を
捉
え
る
と
き
は
'
そ
の
軽
遇
す
る
部
分
は
'
遺
草
公
報
に
無
職
し
な

い
も
の
と
す
る
.

4
　
第
一
項
の
掲
載
文
は
､
他
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
若
し
く
は
善
良
な
風
俗
を
書
し
又
は
特
定
の
商
品
の
広
告
そ
の
他

曾
兼
に
騨
す
る
宣
伝
を
す
る
な
ど
､
い
や
し
く
も
遺
草
公
報
と
し
て
の
品
位
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
●(

発
行
手
続
)

簾
田
集
　
葬
貴
会
は
､
蔚
集
第
]
項
の
中
線
が
あ
っ
た
と
き
は
､
無
我
文
を
寮
文
の
ま
ま
遭
卒
公
報
に
幕
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
.

2
　
7
の
用
紙
竺
一
人
似
上
の
侯
樽
者
の
氏
名
､
軽
麓
'
政
見
'
写
真
等
を
撫
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
'
そ
の
穐
載

の
麟
序
蛙
'
葬
儀
会
が
-
i
)
一
で
定
め
る
｡

(
賢
帝
)
▲

第
五
集
　
遺
拳
公
報
は
,
当
捗
遺
草
に
用
い
る
遭
拳
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
濃
す
る
各
世
帯
並
び
に
区
域
内
に
所

在
す
る
公
儀
遺
筆
法
線
行
合
(
暗
和
l
､
享
五
年
政
令
第
<
十
九
号
)
第
五
十
五
条
軍
壷
の
不
在
者
授
業
管
理
者
に

対
し
て
､
遭
事
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
だ
布
す
る
も
の
と
す
る
｡

(
貴
行
の
中
止
)

L

ナ

　

　

　

　

　

一㌦

:

,

 

I

,

　

　

　

l



第
六
集
　
注
養
育
粂
第
1
項
の
規
定
に
猿
当
し
､
投
棄
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
さ
'
又
は
天
災
そ
の

他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
そ
の
他
特
別
の
事
糟
が
あ
る
と
き
は
､
選
挙
公
報
の
発
行
の
手
続
き
は
'
中
止
す

る
●(

そ
の
他
必
要
な
事
項
)

欝
七
生
　
こ
の
虫
網
に
規
定
す
る
も
の
の
蛙
か
'
遺
草
公
報
の
発
行
に
博
し
必
要
な
事
項
は
'
萎
貴
会
が
定
め
る
｡

相

　

　

加

こ
の
先
桝
埠
､
公
布
の
日
か
ら
篤
行
す
る
.


